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第97回定時株主総会招集ご通知に際しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

業務の適正を確保するための体制
業 務 の 適 正 を 確 保 す る た め の
体 制 の 運 用 状 況 の 概 要
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 　 結 　 注 　 記 　 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 　 別 　 注 　 記 　 表

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

法令及び当社定款第15条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.toyo-const.co.jp/）に掲載することにより、ご提
供しているものであります。

表紙
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１ 業務の適正を確保するための体制
　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりで
あります。

内部統制システムについて
(1)取締役･使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①取締役、執行役員及び使用人は、「経営理念」、「行動規範」、「行動指針」を最優先す
べき基本的判断基準として職務の執行にあたる。

②社長の直轄機関であるリスクマネジメント委員会は、「コンプライアンス方針の策定」、
「リスクマネジメントの普及方針の決定」、「グループ全体の重要リスクの選定」等を行
い、関係部門へ指示を行うとともに、取締役会へその活動を報告する。

③法務部は、各部門のコンプライアンスに関する必要な教育、指導等を行う。
④法務部長は、法令遵守上疑義のある行為等を把握した場合は、調査の上適時適切にリスク

マネジメント委員会へ報告を行い、必要な指導を行う。
⑤総合監査部は、各部門の職務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行うことによ

り、職務の執行の適正性を確保する。
⑥社内通報体制として社内・社外の双方に通報窓口を持つ内部通報制度を構築している。

(2)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①経営基本規程、組織関係規程等に基づき、取締役の職務の執行が適正に行える体制を整備

する。
②執行役員制度を採用することにより取締役の員数を少なくし、経営の意思決定の迅速化を

図る。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理規程及び防災規程に基づき、各担当部門は定められた日常リスクの管理を行う。
②大規模災害等の非常時対応を要する事態の発生時においては、被害・損失を最小限とする

ため、社長を本部長とする非常時対策本部を設置する。
③首都圏直下型地震の発生を想定したBCP(事業継続計画)を策定している。

(4)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①重要な会議の議事録、重要な事項に関する稟議書、契約書及びそれらの関連資料を法令、

文書管理及び情報セキュリティに関する諸規程に基づき、適切に保管する。
②文書規程に基づく文書管理責任者は、文書の管理を適切に行う。

－ 1 －

業務の適正を確保するための体制
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(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①経営企画部、土木企画部及び建築企画部は、関係会社管理規程に基づき、当社及び子会社

から成る企業集団の経営計画の策定や、重要な意思決定に際し事前協議や指導を行うとと
もに、定期的に子会社社長を招集し、当社が関与して策定した経営計画の進捗等、経営状
況のヒアリングを行う。

②総合監査部は、当社及び子会社から成る企業集団における業務執行状況や内部統制の有効
性と妥当性の確認を行い、業務執行の適正性及び経営の効率性・健全性を確保する。

③法務部は、当社及び子会社から成る企業集団のコンプライアンスに関する必要な教育、指
導、支援等を行う。

④内部通報制度の通報窓口を当社及び子会社から成る企業集団にも構築し、企業集団におけ
るコンプライアンスの実効性を高めている。

(6)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報
告に関する体制

①監査役は、当社取締役会他の重要な会議に出席することのほか、必要に応じて業務執行に
関する関係資料の閲覧、提出を当社及び子会社の取締役、使用人にいつでも求めることが
できる。

②当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令・定款に違反するおそれがあるとき及び会社
に著しい信用失墜や損害を及ぼすおそれがあるときは、監査役に遅滞なく報告する。

③当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役が事業及び業務の報告を求めた場合、迅速
かつ適切に対応する。

(7)上記(6)の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制

　監査役への情報提供を理由とした当該報告者に対する不利益な処遇は一切行わない。

(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①取締役、執行役員及び使用人は、監査役会規程及び監査役会規程細則に基づく監査役の監

査が、実効的に行われるよう協力する。
②監査役は、会計監査人、総合監査部及び子会社の監査役との連携を保ち、監査の有効性を

高める。
③監査役がその職務の執行について当社に対し費用の前払等を請求した場合は、速やかに当

該費用または債務を精算する。

(9)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役または監査役会より職務補助者設置の要望があった場合は、職務補助者の選任を行
う。また当該補助者は、監査役の指揮命令下に従うものとし、取締役からの指揮は受けない
ものとする。

－ 2 －

業務の適正を確保するための体制
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(10)財務報告の信頼性を確保するための体制
①財務報告に係る内部統制として、関連する規程類の整備及び適正な運用を徹底し、信頼性

のある財務報告を作成する。
②総合監査部は、財務報告に係る内部統制監査を実施し、内部統制の不備等の検出と各部門

の是正を通じ、財務報告の信頼性を高める。

反社会的勢力排除について
(1)基本的な考え方

　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切
の関係を遮断することに全社を挙げて取り組む。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
①総括部署を経営管理本部総務部とする。
②本社では全国暴力追放運動推進センター、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合

会や東京湾岸地区特殊暴力防止対策協議会、各支店においても地区の協議会などの外部団
体と連携し、相談や情報収集を行い、反社会的勢力排除に取り組む。

③コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する具体的な行動指針を定めており、定
期的に研修を実施することにより周知徹底を図る。

④反社会的勢力との取引を根絶するため、当社が取引業者との契約に使用する契約約款に、
暴力団排除条項を明記する。

２ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(1)取締役会で決議された「内部統制システムの基本方針」を継続的に取り組むべき基本方針と

捉え、適宜内容の見直しを図るとともに当社及び子会社へ周知徹底しています。
(2)「リスクマネジメント委員会」を年３回開催し、コンプライアンス及びリスクに関する課題

の検討、実施を行い、その内容は取締役会へ定期的な報告を行っております。
(3)総合監査部は監査計画に基づき本社のほか、当社支店・営業所20箇所及び子会社７社への業

務監査を行い、監査結果は取締役会へ定期的な報告を行っております。

－ 3 －

業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
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連結株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

　　　　　（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 14,049 6,052 25,332 △157 45,276

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,414 △1,414
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 5,445 5,445

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 9 9
非 支 配 株 主 と の 取 引 に 係 る
親 会 社 の 持 分 変 動 5 5
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 5 4,030 8 4,044

当 期 末 残 高 14,049 6,057 29,363 △148 49,321

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

土 地 再 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 717 △9 2,732 △11 △1,171 2,257 1,106 48,640

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,414
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 5,445

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 9
非 支 配 株 主 と の 取 引 に 係 る
親 会 社 の 持 分 変 動 5
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額) △29 6 － △19 126 84 197 281

連結会計年度中の変動額合計 △29 6 － △19 126 84 197 4,326

当 期 末 残 高 688 △3 2,732 △30 △1,044 2,341 1,304 52,966

－ 4 －

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表
１．継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

該当事項はありません。

２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
⑴　連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況
・連結子会社の数　　 9社
・連結子会社の名称

㈱トマック、東翔建設㈱、タチバナ工業㈱、日下部建設㈱、東建サービス㈱、東建テクノ㈱、
CCT CONSTRUCTORS CORPORATION、とうけん不動産㈱、東建商事㈱

②非連結子会社の状況
・主要な非連結子会社の名称

㈱オリエント・エコロジー
・連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）
及び利益剰余金（持分相当額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、
連結の範囲から除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社の状況

・持分法適用の非連結子会社の数　　　　 0社
②持分法を適用していない非連結子会社の状況

・主要な会社等の名称
㈱オリエント・エコロジー

・持分法を適用していない理由
　持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持
分相当額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から
除外しております。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社であるCCT CONSTRUCTORS CORPORATIONの決算日は12月31日ですが、決算日の
差異が３ケ月を超えていないため、本連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し
ております。なお、連結決算日との差異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行っ
ております。

－ 5 －

連結注記表
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⑷　会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
・満期保有目的債券　　　　　　償却原価法（定額法）
・その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ

・デリバティブ　　　　　　　　時価法
ハ．たな卸資産

・未成工事支出金 個別法による原価法
・

 

流動資産・その他（販売用不動産） 個別法による原価法
（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

・流動資産・その他（材料貯蔵品） 先入先出法による原価法
（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）については、定額法）を採用しております。在外連結子会社は定率法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数は、建物・構築物が15～50年、機械、運搬具及び工具器具備品が６
～20年です。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ．リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

－ 6 －

連結注記表
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③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

ロ．完成工事補償引当金
　完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見
積補償額及び特定工事における将来の補償費用を計上しております。

ハ．工事損失引当金
　当連結会計年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的
に見積もることができる工事について、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上してお
ります。

ニ．賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金
　国内連結子会社は、取締役、監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会
計年度末要支給額を計上しております。

ヘ．株式報酬引当金
　役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役等に
割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

④重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進
行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進
行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっておりま
す。

⑤消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る
控除対象外消費税等につきましては、全額費用として処理しております。

⑥重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満た
している場合には特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引
ヘッジの対象

借入金、外貨建予定取引及び工事未払金

－ 7 －
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ハ．ヘッジの方針
　当社の規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘ
ッジしております。

ニ．ヘッジ有効性評価方法
　ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキ
ャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎として判断しておりま
す。
　ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

⑦外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
　なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株
主持分に含めて計上しております。

⑧退職給付に係る負債の計上基準
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
　過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
しております。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお
けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

３．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

４．表示方法の変更に関する注記
連結貸借対照表

販売用不動産
　前連結会計年度において区分掲記しておりました「販売用不動産」は、金額的重要性が乏しくなっ
たため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。
　なお、当連結会計年度における「販売用不動産」は、０百万円です。

繰延税金資産
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を、
当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に
変更しております。

－ 8 －
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連結損益計算書
コミットメントフィー

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「コミットメントフィー」は、金額的重要性が乏
しくなったため、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
　なお、当連結会計年度における「コミットメントフィー」は、27百万円です。

５．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産 建物及び構築物 1,753百万円
機械、運搬具及び工具器具備品（船舶） 305百万円
土地 18,248百万円
投資有価証券 32百万円

計 20,340百万円
営業保証金の代用等として担保に供している資産

投資有価証券 18百万円
②担保に係る債務の金額 短期借入金（長期借入金の振替分を含む） 1,639百万円

預り金 94百万円
長期借入金 2,185百万円

計 3,918百万円
⑵　保証債務の内容及び金額

銀行借入金についての保証
　　ホテル朱鷺メッセ㈱ 33百万円

⑶　受取手形裏書譲渡高 27百万円
⑷　事業用土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評
価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第
２条第１号に定める地価公示法の規定により公示された価格（一部は同条第２号
に定める国土利用計画法施行令に規定する基準地について判定された標準価格、
同条第４号に定める地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額、
同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価）に合理的な調整を行って算出

・再評価を行った日 2000年３月31日
・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の

帳簿価額との差額
△7,908百万円

・上記のうち賃貸等不動産にかかる当連結会計年度末における時価と
再評価後の帳簿価額との差額

△757百万円

－ 9 －
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⑸　コミットメントライン契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関８行等とコミットメントライン（特定
融資枠）契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと
おりです。

コミットメントライン契約の総額 15,000百万円
借入実行残高 5,000百万円
差引額 10,000百万円

⑹　工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額 1百万円
⑺　非連結子会社及び関連会社に対する投資有価証券の金額 50百万円
⑻　圧縮記帳額

　保険差益により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額
機械、運搬具及び工具器具備品（工具器具） 3百万円

６．連結損益計算書に関する注記
⑴　工事進行基準による完成工事高 83,874百万円
⑵　売上原価のうち工事損失引当金繰入額 2百万円
⑶　研究開発費の総額 515百万円

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の総数に関する事項

普通株式 94,371千株
⑵　当連結会計年度末の自己株式の種類及び数

普通株式 349千株
⑶　剰余金の配当

①配当金支払額

決　議 株式の
種　類

配 当 金 の
総額(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基準日 効 力

発 生 日

2018年６月28日
定時株主総会

普通
株式 1,414 15.0 2018年

３月31日
2018年

６月29日
②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　2019年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。

配当金の総額 1,131百万円
１株当たり配当額 12.0円
基準日 2019年３月31日
効力発生日 2019年６月28日

　なお配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

－ 10 －
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８．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

当社グループは資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金
を調達しております。

受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、顧客について厳格な審査の実施や情報の
収集等の与信管理を行いリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上
場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、このうち長期借入金の
一部については、支払金利の変動リスクを回避するため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用し
ております。

デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避及び金利変動リスク回避を目的とし、執行・
管理についてはデリバティブ管理規程に従って行っており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方
針です。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりです。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計 上 額 ( ＊ 1 ) 時価(＊1) 差額

①現金預金 32,140 32,140 －

②受取手形及び完成工事未収入金等 53,867 53,867 －

③投資有価証券

その他有価証券 1,733 1,733 －

④支払手形及び工事未払金等 (41,907) (41,907) －

⑤短期借入金 (8,879) (8,879) －

⑥長期借入金 (3,515) (3,515) 0

⑦デリバティブ取引(＊2) (4) (4) －
(＊1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(＊2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金預金、②受取手形及び完成工事未収入金等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

－ 11 －
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③投資有価証券
　これらの時価については、株式は取引所の価額によっております。

④支払手形及び工事未払金等及び⑤短期借入金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。

⑥長期借入金
　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用
状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるた
め、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定期間ごとに区分した当該長
期借入金の元利金の合計額を、同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算
定しております。

⑦デリバティブ取引
　為替予約取引等によるものであり、時価の算定は取引金融機関から提示された価額に基づい
ております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入
金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載してお
ります。

２．非上場株式等（連結貸借対照表計上額　流動資産・その他（有価証券）33百万円、投資有価証券
1,312百万円　計1,345百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券」には含
めておりません。

９．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸用の土地、建物を有しております。
⑵　賃貸等不動産の時価等に関する事項

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価

6,224 5,235
（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で

す。
２．当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金

額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）です。

10．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 549円48銭
⑵　１株当たり当期純利益 57円92銭

－ 12 －
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11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

12．その他
本連結計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 13 －
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株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

　　         （単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主
資 本
合 計資 本

準 備 金
資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 14,049 5,840 5,840 195 3,000 19,244 22,440 △157 42,172

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,414 △1,414 △1,414

当 期 純 利 益 4,879 4,879 4,879

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 9 9
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － － 3,464 3,464 8 3,473

当 期 末 残 高 14,049 5,840 5,840 195 3,000 22,709 25,904 △148 45,646

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 土 地 再 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 620 △9 2,732 3,342 45,515

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,414

当 期 純 利 益 4,879

自 己 株 式 の 取 得 △0

自 己 株 式 の 処 分 9
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

△45 6 － △38 △38

事業年度中の変動額合計 △45 6 － △38 3,434

当 期 末 残 高 574 △3 2,732 3,303 48,950

－ 14 －
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個別注記表
１．継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況

該当事項はありません。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
・満期保有目的債券　　　　　　償却原価法（定額法）
・子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原価法
・その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法
②デリバティブ

・デリバティブ　　　　　　　　時価法
③たな卸資産

・未成工事支出金　　　　　　　個別法による原価法
・流動資産・その他（販売用不動産）　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

・流動資産・その他（材料貯蔵品）　先入先出法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）
を採用しております。
　なお、主な耐用年数は、建物・構築物が15～50年、機械・運搬具が６～20年です。

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

－ 15 －
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⑶　引当金の計上基準
①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②完成工事補償引当金
　完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額
及び特定工事における将来の補償費用を計上しております。

③工事損失引当金
　当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積も
ることができる工事について、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

④賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑤退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法
により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑥株式報酬引当金
　役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役等に割り
当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

⑷　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を
適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用
する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

⑸　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控
除対象外消費税等については、全額費用としております。

⑹　ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たして
いる場合には特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引
ヘッジの対象

借入金、外貨建予定取引及び工事未払金
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③ヘッジの方針
　当社の規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジ
しております。

④ヘッジ有効性評価方法
　ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッ
シュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎として判断しております。
　ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

３．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

４．表示方法の変更に関する注記
貸借対照表

販売用不動産
　前事業年度において区分掲記しておりました「販売用不動産」は、金額的重要性が乏しくなったため、
流動資産の「その他」に含めて表示しております。
　なお、当事業年度における「販売用不動産」は、０百万円です。

繰延税金資産
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を、当
事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更して
おります。

損益計算書
貸倒引当金戻入額

　前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、
営業外収益総額の100分の10を超えたため、区分掲記しております。
　なお、前事業年度における「貸倒引当金戻入額」は、１百万円です。

５．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産 建物・構築物 1,690百万円
土地 18,354百万円

計 20,045百万円
営業保証金の代用等として担保に供している資産

投資有価証券 18百万円
②担保に係る債務の金額 短期借入金（長期借入金の振替分を含む） 1,575百万円

預り金 94百万円
長期借入金 2,185百万円

計 3,854百万円
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⑵　保証債務の内容及び金額
銀行借入金についての保証

㈱トマック 412百万円
ホテル朱鷺メッセ㈱ 33百万円

計 446百万円
⑶　関係会社に対する金銭債権、債務

関係会社に対する短期金銭債権 635百万円
関係会社に対する長期金銭債権 1,370百万円
関係会社に対する短期金銭債務 1,069百万円

⑷　事業用土地の再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評
価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法　　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）
第２条第１号に定める地価公示法の規定により公示された価格（一部は同条第
２号に定める国土利用計画法施行令に規定する基準地について判定された標準
価格、同条第４号に定める地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎
となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算
定した価額、同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価）に合理的な調
整を行って算出

・再評価を行った日 2000年３月31日
・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額

との差額 △7,908百万円
⑸　コミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関８行等とコミットメントライン（特定
融資枠）契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで
す。

コミットメントライン契約の総額 15,000百万円
借入実行残高 5,000百万円
差引額 10,000百万円

⑹　圧縮記帳額
　保険差益により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額

工具器具・備品（工具器具） 3百万円
計 3百万円
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６．損益計算書に関する注記
⑴　工事進行基準による完成工事高 81,117百万円
⑵　売上高のうち関係会社に対する部分 321百万円
⑶　売上原価のうち関係会社からの仕入高 6,257百万円
⑷　関係会社との営業取引以外の取引高 92百万円
⑸　研究開発費の総額 515百万円

７．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　事業年度末の発行済株式の種類及び数

普通株式 94,371千株
⑵　事業年度末の自己株式の種類及び数

普通株式 349千株
⑶　剰余金の配当

①配当金支払額

決　議 株式の
種　類

配 当 金 の
総額(百万円)

１ 株 当 た り
配 当 額 (円 ) 基準日 効 力

発 生 日

2018年６月28日
定時株主総会

普通
株式 1,414 15.0 2018年

３月31日
2018年

６月29日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　2019年６月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提
案しております。

配当金の総額 1,131百万円
１株当たり配当額 12.0円
基準日 2019年３月31日
効力発生日 2019年６月28日

　なお配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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８．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 1,414百万円
事業用土地減損 675百万円
賞与引当金 258百万円
貸倒引当金 73百万円
その他 437百万円

繰延税金資産小計 2,858百万円
評価性引当額 △797百万円

繰延税金資産合計 2,060百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △253百万円
繰延税金負債合計 △253百万円

繰延税金資産の純額 1,807百万円

９．関連当事者との取引に関する注記
記載すべき重要な事項はありません。

10．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 520円63銭
⑵　１株当たり当期純利益 51円90銭

11．重要な後発事象
該当事項はありません。

12．その他
本計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。
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